
出雲市告示第 ８６ 号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による「島根原子力発電

所２号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映させる出雲市住

民投票条例」の制定請求を令和４年３月１１日に受理したので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号）第９８条第１項の規定に基づき次のとおり告示する。 

 

令和４年(2022)３月１１日 

 

出雲市長 飯 塚 俊 之   

 

１ 請求代表者の住所及び氏名 

出雲市              中 尾   繁 

出雲市              象 谷 幸 正 

出雲市              常 陸   実 

出雲市              原   隆 利 

 

２ 請求の要旨 

  別紙のとおり 

 

 

  



島根原子力発電所２号機の再稼働について、市民の意向を問い、市民の意思を的確に反映さ

せる出雲市住民投票条例制定請求の要旨 

 

 

 ２０１１年３月の福島第一原子力発電所事故によって、私達は、万が一の事故が起こりう

ること、その被害の重大さ、深刻さを知りました。いまなお、５万人以上が避難中です。 

 松江市に立地する中国電力島根原子力発電所２号機の再稼働によって、もし、万が一の過

酷事故が起こったなら、松江市の住民のみならず、出雲市民も生命・健康・生活、環境等に

多大な影響を受けることになります。 

 ２０２１年９月１５日、原子力規制委員会は、島根原発２号機の新規制基準に基づく設置

変更を許可しました。しかし、原子力規制委員会が設置変更を許可したからといって、即、

安全を保障したものではないと同委員会自身再三言明しています。 

 島根原発２号機の再稼働にあたっては、中国電力との安全協定や国のエネルギー基本計画

等により、立地自治体である島根県と松江市の同意（事前了解）が必要とされています。一

方、ＵＰＺ圏内（３０Ｋｍ圏内）に位置する周辺自治体（出雲市ほか４市と鳥取県）には「事

前了解権」はありません。しかし、過酷事故が起これば同じように被害を受ける、周辺自治

体の住民の声も、しっかりと聴く場が必要だと考えます。 

 私達は、広く市民の意思と意向を確認する方法として、地方自治の理念である「住民自治」

の原則にのっとり、再稼働に対し、市民が、地域で議論し、熟慮して、それぞれの結論を出

し、それらを投票において表明する、住民投票の実施が最も適していると考えます。 

 私達市民が、将来を引き継ぐ次の世代のためにも、一人ひとりが責任をもって島根原発２

号機の稼働を考え、議論し、意見表明する重要な機会の場として住民投票の実施を求め、本

条例の制定を請求します。 

 


